
2015 年 7 月 3 日改正 

一般社団法人日本照明工業会 

ガイドＡ １３４－2015  追補1－2015 

 

ＬＥＤ照明器具性能に関する表示についてのガイドライン 追補１ 
 
 

ガイド Ａ １３４－2015 を次のように改正する。 

 

 

4.4 ＬＥＤ照明器具の固有エネルギー消費効率を次に置き換える。 

 

4.4 ＬＥＤ照明器具の固有エネルギー消費効率 

次式によって、定格光束を、定格消費電力にて除した値を表示する。 

表示する数値は、算出した結果の小数第二位以下を切り捨て「小数点以下第一位まで」とする。 

単位は「lm/W」とする。 

 

定格光束（lm） 

ＬＥＤ照明器具の固有エネルギー消費効率（lm/W） ＝  

定格消費電力（W） 
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